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京都市では，「人が主役の魅力あるまちづくり」を推進するため，本年１月に，歩く

ことを中心としたまちと暮らしに転換するための行動規範として「歩くまち・京都」

憲章を制定しました。 

この度，この憲章を，京都に関わる全ての人の共通認識として，後世に引き継いで

いくため，未来の京都を担う子どもたちに，身近なものとして親しみを持っていただ

くとともに，憲章への理解を深めていただけるよう，「歩くまち・京都」憲章クリア    

ファイルを作成しました。このクリアファイルを，下記のとおり京都市立小学校に  

通う全児童に配布し，環境学習等で活用するなど，学校教育を通して普及・啓発を  

行います。 

また，普及・啓発の一環として，水田交通政策監による「歩くまち・京都」の出前

授業を，京都市立二条城北小学校で６年生を対象に行いますので，お知らせ致します。 

今後，あらゆる機会を捉えてこの憲章を積極的に広め，京都に関わる全ての人と  

共有することにより，人と公共交通優先の「歩いて楽しいまち」の実現を目指します。 

 

記 

 

１ 趣旨 

  未来の京都を担う子どもたちに「歩くまち・京都」憲章を身近なものとして   

親しみを持っていただくとともに，憲章への理解を深めていただき，クルマを重視

したまちと暮らしから，歩くことを中心としたまちと暮らしへの転換に結び付ける。 

 

２ 「歩くまち・京都」憲章クリアファイル（別添） 

（１）デザインについて 

  ○ 表面のイラストで，公共交通に乗ってたくさんの人達が集まり，環境に   

優しく賑わいあるまちを表現しています。 

○ 裏面では，憲章の本文と日々の生活の中で心掛けていただきたい内容を，  

わかりやすく説明しています。 

 

広報資料 
（教育同時） 

～「歩くまち・京都」憲章の普及・啓発について～ 
   

未来の京都を担う子どもたちが 

「歩くまち・京都」憲章を学びます！ 

京都のまちを元気に歩こう！



（２）配布対象 

   京都市立小学校に通う全児童 約７０，０００人 

   （在学中の小学校を通じて配布します。） 

 

（３）活用例 

   遠足などの校外活動での公共交通の利用や歩く機会に関連させて，また，   

こどもエコライフチャレンジ事業などの学習会の実施に併せて活用します。 

 

３ 「歩くまち・京都」出前授業 

（１）日時   

   平成２２年７月１５日（木） 

午前１０時４５分～午前１１時３０分（３時間目） 

 

（２）場所 

   京都市立二条城北小学校（深尾 清美 校長） 

 ６年１組（担任 居林 晃一郎 教諭） 

（上京区浄福寺通下立売下ル中務町 487 ℡841-8684） 

 

（３）講師 

   京都市交通政策監  水田 雅博
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